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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言解除後

の私立学校の対応について（通知） 

 

新型コロナウイルス感染症の対策について、適切かつ迅速な対応をいただいて

いることに感謝申し上げます。 

緊急事態宣言が令和３年３月２１日をもって解除されることを受け、県教育委

員会は別添の県立学校長宛て通知のとおり対応することを決定しました。  

つきましては、私立大学、私立短期大学におかれては、県立学校における対応

を参考に、各学校の実情に応じて適切な対応を取られるようお願いいたします。 

また、不要不急の外出や旅行、歓送迎会や飲食につながる謝恩会などの自粛に

ついて、学生や保護者への注意喚起を引き続きお願いいたします。 

 

 

【参考】別添通知 

 ○県立学校長宛て通知 

   令和３年３月１９日付け教高指第２３６６号「緊急事態宣言解除後の県立

学校の対応について（通知）」 
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